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ポス ト冷戦の米国の対中輸出規制政策

馬 紅 梅

は じ め に

冷戦期 における中国は共産圏の国 として米国の輸出規制対象国であった。

1970年代から80年代末にかけての米中接近により,対 中輸出規制は徐々に緩和

されてきた。90年 代に入ってか らの米国の対中輸出規制はポス ト冷戦の国際政

治経済環境の変化と米中関係の変化に伴い,修 正されつつある,、90年代の対中

輸出.規制のR的 は,.核 兵器および ミサイル関連技術の不拡散であると指摘され

ている(大 橋[1998]96ペ ーシ)。確かに拡散防止は米国の対 中輸出規制の目

的の一..・つであるが,中 国軍事力の強化防止を目的 とする輸出規制も看過すべ き

ではない。米国から見れば,中 国は台湾海峡 ・南シナ海などの紛争地域に深 く

関与 しており,中 国の軍事力強化ぽ米国の同盟国である東アジア諸国にとって

は脅威であ り,同 時に米国の国益に.も悪影響を及ぼす。「潜在的な敵国」の軍

事力を増強させないため,米 国は対中兵器輸出及び中国の軍事力強化に繋がる

可能性のある両用技術の輸出規制を強化 している面もあるのである。

本稿はポス ト冷戦の米国の対中認識の変化を踏まえつつ,米 国の対中輸出規

制政策の口的 ・手段を明らかにし,そ の政策に内包する問題点を指摘する。ま

ず,第1節 では米国主導の不拡散型国際輸出規制 レジームおよび米国の輸出規

制法 と運営体制を概観する。第H節 では米国の対中輸出規制の目的と方法を考

察する。米国の目的は中国に国際輸出規制レジームのルールを遵守させ,さ ら

に中国の軍事力を増強させないごとにある。第皿節でぽ米国の対中輸出規制が
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有する問題点を指摘する、一つは米国が対中輸出規制の効果を確保するために

他国の協力を得られるか という問題であり,も う一つは米国企業が輸出規制の

負担を今後 も引き受 けていけるか とい う問題である。また米国企業が海外子会

社を通 じて対中投資をす る.などして,現 実に輸出規制を潜 り抜けているという

問題もある。

1米 国のポス ト冷戦の輸出規制体制

米 国 の輸 出規 制 は議 会 に よ り制 定 さ れ た 法 案 に基 づ い て,行 政 府 が 実 施 して

い る。 兵器 輸 出 に関 して 「兵 器 輸 出 管 理 法」(ArmsExportControlAct)に よ

る と、 国 務 省 が 兵器 管理 リス ト(Muni.[ionsList)を 作 成 し.政 府 間 の 兵 器 移

転 と商 業上 の兵 器 取 引 の 監 督 と審査 を担 当 して い る。 一 般 商 品 ・技 術 の 輸 出 に

関 して は 「輸 出 規制 法」(Exp〔 〕rtAdministrationAct)に 基 づ い た 物 品規 制 品

目 リス ト(CommercialControlList)が あ り,商 務 省 が 輸 出 ラ イ セ ン ス 審 査

を 担 当 して い る。

米 国 が 輸 出 審 脊 で と く に 神 経 を 使 っ て い る の は 両 用 技 術(dual・use

technology)で あ る。 な ぜ な らば 両 用技 術 は民 需 品 の生 産 に も軍 需 品 の 生 産 に

も応 用 で きるた め,民 用 日的 に輸 出 され た ものが 軍 需 品 生 産 に転 用 さ れ る可 能

性 を秘 めて い るか らで あ る。航 空技 術,電 子 技 術,通 信 技 術,核 技 術,暗 号 解

読 技 術,コ ンピ ュー ダな どぱ典 型 的 な両 用 技 術 で あ る。 商 務 省 は,商 務 省 の 処

理 権 限 内の 申請 は独 自の判 断で 処 理 す るが.軍 事 用 途 に 転 用 で き る可 能 性 の 高

い両 用 技 術 に関 して は商務 省,国 務 省 ,国 防 総 省 な どを メ ンバ ー とす る運営 委

員 会 に提 出 す る.そ こに は各 分 野 関連 の省 庁 間 グル ー プ1,も 参 加 す る 。 そ こで

意 見 の 一 致 が 得 られ ない場 合 に ぽ,輸 出政 策 諮 問 委 員 会 に 上 申 さ れ る。 まだ 異

議 が あ る場 合 に は長 官 レベ ル の輸 出行 政 審 査 理 事 会 に上 申 し,そ こで も決 着 が

つ け られ な けれ ば 大 統 領 の決 裁 を あ お ぐ こ と に な る(第1表).こ の よ うな 複

1)省 庁 間 グ ルー プ に は 核 輸 出 関 連 〔SNEC〕,ミ サ イ ル 輸 出 関 連 〔MTEC) .

(S卜ieLd)の 二 つ が あ る(Cupi[t[2000】 【」p.195-196)σ

化学輸出関連
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第1表 両用技術 の輸 出許可 の権 限 ㈲96年)

{349)65

意思決定 の
レベル

長官 レベル

次官 レベル

運営 レベル

部門 レベル

意 思 決 定 の 部 門

輸 出行 政審 査 理 事 会(ExportAdministrationReviewBoard)

主 席:商 務 省

投 票 メ ン バ ー:国 務 省,国 防 総 省,エ ネ ルギ ー省,軍 備 管 理 と軍 縮

局 長 官

非投 票 メ ンバ ー:統 合 参 謀 本 部 長 官,CIA長 官,時 々 に招 待 さ れ た メ

ン.バ ー

輸 出 政 策諮 問委 員 会(AdvisoryCommitteeonExportPolicy)

主 席:商 務 省

運 営 長 官:運 営 委 員 会 委 員 長

投 票 メ ン バ ー:国 務省,国 防 総 省,エ ネ ルギ ー省,軍 備 管.曝軍縮 局

局 長 官

非投 票 メ ンバ ー:統 合参 謀 本 部,CIAの 不 拡 散 セ ン.ター,CIA

時 々 に招 待 され た メ ンバ ー

運営 委 員 会(OperatingCommittee)

主 席:商 務.省

投 票 メ ン バ ー:国 務 省,国 防 総 省,.エ ネ ル ギー 省

軍 備管理 軍縮 局(す べ ての輸 出許可 を審査 す る権 限 を持 つ)

FBI(III;号 解 読 に関 す る許n「を 審 査 す る 〕

非投 票 メ ンバ ー:統 合 参 謀 本 部 長 官,CIA長 官,時 々 に招 待 さ れ た メ

7バ..

核 輸 出 関連 の省 庁 問 グ ル ー プ(SNEC)

ミサ イル輸 出 関連 の省 庁 間 グ ルー プ(MTEC)

化 学輸 出 関連 の省 庁 間 グ ル ー プ(Shiel(1)

商 務省 輸 出 規 制局(BureauofExportAdminisuation)

出所:c【IPM[11a⑪ofv.196.

雑 な プ ロセ スを採 用 して い る の ほ.ほ か の省 庁 の 意見 を審 査 の 過程 に取b入 れ

て,両 用技 術 が 軍事 用途 に転 用 され る危 険性 を回 避 す るた めで あ る。 ま た,・両

用技 術 が 軍 需 品 生 産 に転 用 され に な い よ うに,商 務 省 は輸 出 許1.1」'前検 査『 と輸

送 後 確 認 プ ロ グ ラ ム5}を,国 務 省 は 「青 灯 篭 」 最 終 使 用 検 査 プ ロ グ ラ ム

2}輸 出許可巾着の審査時に当該品目が輸出されたあとに軍需品生産に転用される可能性を確定す

るために商務省が行う検査,
3)輸 出許可を受けた商品が輸出されたあと,輸 出許可証に明記されている輸出先で輸出用途どお

りに利用されているかどうかを商務省が行う検査。
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{'BlueLantern"end-usemonitoringprogram)州;を,国 防総 省 は外 国 の ロ ケ ッ

トを 利.用して 衛 星 を発 射 す る場 合 に技術 保 障 監督 プ ログ ラ ム5,を 実 施 して い る。

輸 出 規 制 法 以外 に も,法 律 また は決議 案 の な か に議 会が 輸 出 規 制 に間 す る条

項 を 制 定 す る場 合 もあ る,、例 えば 歳 出 法 案 あ るい は対 外 援 助 法 案 に米 国 の輸 出

規 制 ルー ルを 遵 守す る条 項 が 盛 り込 まれ る こ とが あ る。 特 定 の 国 と条約 を結 ぶ

時,該 当 国 に対 して米 国 の輸 出規 制 の 遵 守 を承認 の条 件 とす る こ とが あ り,輸

出 規 制 の ルー ルに違 反 す る 国 に対 して は,米 国 内 法 に基 づ いて 一方 的 に制 裁 を

課 す こ と もあ る。

ポ ス ト冷 戦 期 の米 国 の 防衛 戦 略 は,米 国 の 利 益 に 関 わ る地 域 の安 全保 障 を 重

視 す る地 域 脅 威 対抗 型 の 防衛 戦 略 で あ る,,輸 出規 制 の 関心 は冷 戦 期 の 共 産圏 へ

の 戦 略物 資 の輸 出規 制 か ら大 量 破 壊 兵 器(WeaponsofMassDestruction,以

下WMD)6Bや 高 度 通 常 兵 器 関 連 の物 資 ・技 術 の移 転 規 制 へ と シフ ト しつ つ あ

るナ1.し た が って 輸 出 規 制 の対 象 国 は 国 際 紛 争 を引 き起 こす 可 能 性 の 高 い国 家

に絞 られ る。 具 体 的 に 言 え ば イ ラク,イ ラ ン,リ ビ ア,北 朝 鮮,シ リ アな どの

「不 法 国 家 」(roguestates)で あ る(Cupitt[2000]p,157)、 、

一 方
,タ リン.トン政権 は 国 家輸 出戦 略 の も とに冷戦 型輸 出規 制 の 緩和 と輸 出

許 可 申 請 手 続 の 簡 素 化 を 進 め て い る。 輸 出 規 制 の 緩 和 を推 進 す る と同 時 に,

WMDや 高 度 通 常 兵 器 関 連 の 物 資 ・技 術 の 移転 規 制 と い っ た 不 拡 散 型 の国 際

輸 出規 制 レ ジー ム を積極 的 に 構築 して い る。 この輸 出 規制 レ ジー ム は冷 戦期 の

い くつ か の条 約 と組 織 を基礎 に拡 張 ・拡 大 して きた もの で あ る(第2表)。

国際 レジ ー ム はあ る特 定 の 問題 領域 に 閲 して の ① 基 本 的 な 原理/目 的.②

① を 達 成 す るた め に 国家 が従 わ な けれ ば な らな い行 動 の ルー ル、 ③ ① を達 成

4)輸 出され商品が.輸 出許 ロ∫証に明記され.⊂いる輸 出先 で輸出用途 どお りに利用されているか ど

うか.を 国務省が行 う検査。.1990年9月 からス ダー トした。

5}米 国の衛星技術 および ロケ ット技術が外 国に漏逸 しないため に国防総省の技術者が現地入 りし

て,警 備 を担当す るプログラム。

6)懐 兵器,化 学 兵器 と生物兵器は大量破壊 兵器 として括 られ る.

7)冷 戦期 の輸出規制体制か らポス ト冷戦 期の輸 出規 制体 制への移行過程については加藤[19981

を参 照のこと。
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第2表 多国間輸出管理体 制 と中国の参加情況

(35豆)67

名称 概説 中国の参加情況

....

:核不拡散条約

(NPT)

70年 発 効 。 米 国,ロ シ ア,英 国,

フ ラン ス,中 国以 外 の 国 が核 兵 器

を 開.発 し保 有'す る こ と を防 止 す る
1992年 批 准

こ とを 目的 とす る

ザ ンがL委 員 会(Zal璽;gerC`lmmi.

ttee)と して 知 られ て い る もの で,

核 関連物質や技術 の輸 出について

原 子 力 供給 国

グ ルー プ

(Nu・lea・Suppli-

ersG・oup.NSG)

r

一疋 の ガイ ドライ ンを採択 してい

る西側先進 国を中心 とす る国家グ

ループ。核不拡散条約第3条 の適

用 に関 して,そ の品[]が 輸 出され

た な らばIAEAの 保 障措置 が適

1997年 参 加

用 され なけれ ばな らない品 目の リ

大量破壊 ス ト,す な わ ち ト リ ガ ー ・ リ ス ト

兵器 を74年 作 成 した 。

化学兵器禁止 条約

(CWC)
97年 発効

1993年 調 印

1997批 准

生物兵器 禁止条約

(BWC)
75年.発効

.

【984年 参 加

85年6月 発 足 。

化学兵器の生産に使用 され うる化

オー ス トラ リ ア ・ 学 物 質 の輸 出 管 理 グ ルー プ 。 ゾ ル

グ ルー プ(Austr一 一 プの構成国が
,輸 出管理対象 と 参加 していない

・li・G・ ・up) す る こ とに 合 意 した もの につ い て

は,各 国の国内法令 を通 じた管理

が行われ る。

大量破壊
兵器の運
搬手段

ミサ イ ル 関 連 技 術

輸 出.規 制

(一MissileTechnol.

ogyControlRegi.

. me、MTCR)

87年 に発足,、核 兵器(最 近では化

学 ・生物兵器 も含.む)運 搬 手段 と

しての ミサ イルの製造 ・拡散 の防

止 を日的 としてい る。

1992年1月 遵 守 を

約 束

1994年10月 遵 守 を

確 認

1.997年10月 遵 守 を

再 確 認、

..

96年4月 発足 。

ワyセ ナ ー協 約 米国の イニ シアテ ィブでCOCOM 中 国 は こ の レ ジ ー

通常兵器 〔WassenaarArra. 後の多国間輸 出規制体 制の一つ と ムの規制対象国

ngement) して,通 常兵器 と関連汎用 晶の輸 で あ る.,

出 を管理する協約であ る。

出所:著:者 作成。
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す るた め の国 家 間 の対 話.交 渉 の 場 の 設 定 と決 定 に 関す る ルー ル,そ して ④

ルー ル 違 反 お よ び 紛 争 処 理 に 関 す る ル ー ル,か ら 成 り立 つ も の で あ る

(Krasner[1982])。 不 拡 散 型 輸 出規 制 レジー ムは 参加 国 の 合 意 の 上 に形 成 さ れ

た もの で あ るが,そ の実 施 は各 国 の国 内 法 に基づ いて な され る ため に.各 国 に

遵 守 させ る 国 際 的 な 強 制 力 を もっ て お らず,「 弱 い レジ ー ム」 とい わ ざ る を 得

な い。 例 え一ば,ミ サ.イル 関連 技 術 の輸 出規 制 体 制(MissileTechnologvCon-

tro且Regime,以 下MTCR)は 一 種 の紳 士 協 定で あ り,正 式 な 条 約 で は な い 。

MTCRの 正 式 参 加 メ ンバ ー で は な い 国 がMTCRの ル ー ルを 遵 守 す る と表1明

した と きに,米 国 と覚 書 を調 印 しMTCRの 遵守 国 とな り,違 反す る と米 国 の

国 内 法 に基 い て制 裁 され る こ とに な る。米 国 の 法律 に は違 反 の 証拠 が必 要 と定

め られ て い るが,米 国 が 提 供 で き る違 反 の証 拠 は米 国 の衛 星 か ら撮 った 映 像 と

秘 密 情 報 で あ る た め,証 拠 の 信 憑 性 は疑 問 視 さ れ て い る(SwaineandJohn-

ston[1999]p.112>。

米 国 は国 際輸 出規 制 レ ジー ム を有 効 に機 能 させ る た め に,他 国 との協 調 を重

視 す る 「多 国 間 主義 」,「二 国 間 の交 渉 」 お よび 米 国 の圧 倒 的 な軍 事 力 ・経 済力

を背 景 に ル ー ル違 反 国 に制 裁 を課 す 「一 方 主 義 」 とい った外 交 手 段 を併 用 して

い る。

WMD兵 器 の 拡 散 国 と 日 さ れ て い る 中 国 は,国 際 輸 出 規 制 レ ジー ム の 維

持 ・強 化 を 目的 とす る米 国 に と って は無 視 で きない 存 在 で あ る。

H米 国の対中輸出規制政策

1外 交政策上の対中輸出規制

中国の核 ・ミサイル技術の拡散が顕在化 してきたのは80年代のことである㌔

中国が紛争地域(中 東,南 アジア)へ 弾道 ミサイルおよび核技術の輸出をした

8)米 国 が 最 初 に 中 国 に抗 議 した の ば1987年 の こ とで あ る 、.10月 に イ ラ ンが 中 国か ら輸 入 した シル

タ ワー ■、と して 知 られ る 短 距 離 対艦 ミサ イ ル 「海鷹 」fly-2を 用 い て.米 国 の護 衛 下 に あ っ た タ

ン カー を 攻 撃 した か らで あ
.る(大 橋[1998]92ペ ー ジ)。
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ので あ る、.,中東 に お け る米 国 の 政 策 目標 は,イ ス ラエ ル と ア ラ ブ諸 国 間 の 和平

の達 成.湾 岸 地 域 の安 定,か つ 同 地域 の石 瀬 資 源 へ の ア ク セ ス な どで あ る。 し

か し イ ラ ン,イ ラ ク,リ ビアお よび シ リ アは核 兵 器 お よ び ミサ イ ル能 力 の 増 強

を 求 め て お り,域 内 の安 定 に と って 最 も重 大 な脅 威 とな っ て い る。 そ こへ 中 国

は核 ・ミサ イ ル の輸 出 を行 った の で あ る。 ま た 中 国 は長 年 にわ た って パ キス タ

ンに核 開発 を援 助 して お り,パ キス タン と印度 の核 兵 器 開発 競 争 を激 化 させ て

い る一 因 とな って い る。 米国 か ら見 れ ば 中 国 に よ る の核 ・ミサ.イルの 拡 散 は,

米 国 の利 益 お よび政 策 目標 に反 す る。 当 然 米 匡1は中 国 に対 して輸 出規 制 を求 め

た 。 一 方,中 国か らみ れ ば,世 界 の 最 大 の 兵 器輸 出 国で あ る米 国が 自国 の 武 器

輸 出 を棚 に上 げ て 中 国 の ミサ イ ル輸 出 を規 制 す る こ とは言 語 道 断 で あ り,当 然

反 発 す る(『 毎 日新 聞11991年U月15日 付)。 しか も米 国 は82年 に 中国 に対 して

台 湾 へ の 兵 器売 却 を 中止 す る と約 束 した に もか か わ らず,台 湾 へ 兵 器 を輸 出 し

つ づ けて い る 。 ま た80年 代 か ら国 際 兵 器 輸 出 市場 に 参 人 した 中 国 の兵 器 輸 出 は,

イ ラ ン ・イ ラ ク戦 争 中 の1987-88年 に ピー クを迎 え,そ の後 は 減少 して90年 代

の 半 ば に は ピー クの時 の六 分 の 一 に下 が って お り,米 国 の兵 器 輸 出額 の4%に

す ぎ ない ので あ る。 中 国 の通 常 兵 器 は品 質 が悪 く輸 出競 争力 を持 って い ない の

で.外 貨獲 得 の た め に 中 国 の軍 需 企 業 は,核 ・ミサ イル の輸 出 を行 った の で あ

る.も ち ろ ん,南 ア ジアや 中東 に お け る発 言 力 を高 め る とい った 政 治 目的 も

あ った 、.、した が って 中 国 は輸 出 規 制 要 求 に強 く反対 した ので あ る。 中国 と して

はMTCRの ガ イ ドラ イ ンは 中国 抜 きで 決 定 され た もの で あ り,そ の 遵 守 を一

方 的 に押 し付 け られ て も受 け入 れ る ことは 出 来 な い し,ま た ミサ イ ルの 輸ll.槻

制 を 禁止 す る な ら核 兵 器 の運 搬 手 段 で あ る戦 略爆 撃 機 の輸 出 も規 制 す べ きだ と

室 張 した ので あ る。

そ こで 米 国 は 「ア メ とム チ」 の 外 交 を展 開 し中 国 に遵 守 させ よ うと しだ}。

9)米 国が中国に求めているのは不拡散ルールの遵守であり,中 国の不拡散 レジームへの参加では

ない.、その理由は ① 中国を正式のメンバーとして受け入れれば,機 密情報なとを中国と共有し

な:ナればならない.② 中国が規制ルールに違反し鹹 き合.加 盟国であるために厳格な制裁がで

きないからである(Swain,endJohnston[1999]p.113)、
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米 国 は 中国 が核 ・ミサ イ ル技 術 の不 拡 散 を遵 守 す る こ とを条 件 と して,対 中 人.

工 衛 星 お よ び核 技 術 ・施 設 の輸 出 を許 可 した の で あ る。 そ の際,も し中 国が 違

反 した 場 合 には制 裁 措 置 を と る,と 米 国 は示 唆 した 。

中国 の核 ・ミサ イ ル技 術 の拡 散 を制 約 す る米 中 間 の 条約 は二 つ あ る。 一 つ は

人 工 衛 星 の打 ち 上 げ サ ー ビス に 関す る協 定 で あ り,も う一 つ は原 子 力 平 和 利 用

条 約 で あ る 。

1988年10月 か ら翌 年1月 にか けて 米 中両 国 は人 工衛 星 の打 ち上 げ サ ー ビス に

関 す る交 渉 を行 い,一 連 の協 定 に調 印 した 。 これ らの協 定 期 間 は6年 間で あ り.

人 工 衛 星 打 ち 上 げ サ ー ビ ス の 価 格 や 関 連 技 術 の拡 散 防 止 な どが 定 め られ た

(Sutter[1996]p.124)。 この協 定 に基 づ い て,米 国 製 人工 衛 星 の 中 国 向 げ輸 出

ラ イセ ンスが 許 可 さ れ た。 中 国69--8D年代 後 半 か ら人工 衛 星 打 ち上 げ ビ ジ ネス に

参 入 してい た が,世 界大 部 分 の 人工 衛 星 は米 国 製 で あ る か 米 国 製部 品 を使 用 し

て い るた め,人 工衛 星 は対 中輸 出禁 止 の品 巨 に属 して い るの で,そ の輸 出規 制

緩 和 を用 い る こ とに よ り中国 のMTCRへ の 関与 を確 か な もの にす る 狙 い を 米

国 は も って い た ので あ る(大 橋[1998]田 ペ ー ジ)。 この協 定 が 終 了 した95年

1月 に,2000年 まで にn回 の打 ち 上 げ を認 め る新 協 定 が 締 結 され た(USTR

[1990])o

米国 が 中 国の 核 技術 拡散 を制 約す る条 約 は,原 子 力 平和 利 用 条 約 で あ る。 米

中原 子 力 協 力 協 定 の 交 渉 はユ981年 か ら始 ま り.84年4月 に仮 調 印 が な さ れ 翌 年

7月 に正 式 に調 印 され た 。 しか し,米 国議 会 は 中国 に供 与 す る原.子炉 や 原 子 力

技 術 が 平 和 目的 に限 って 利 用 され るの か,ま た核 拡 散 防1Lを 確 認 す る手 段 が 十

分 に保 障 さ れて い る のか,と い う不 安 を持 って いた 。 さ らに中 国 が パ キ ス タン

の核 兵 器 開発 に 関与 して い る とい う疑惑 も強 く持 っ てい た 。 議 会 は米 国 の 原 子

力 法 に 基づ い て,中 国の 核 関 連 技術 の 不拡 散 の確 認 を大 統 領 に義 務 づ けた が,

そ の後 も中 国 の核 関 連 技術 輸 出 に対 す る疑惑 は払 拭 で きず,天 安 門事 件 後 の制

裁 も加 わ っ て,結 局 この 条 約 は批 准 さ れ な か った,

1991年6月,中 国 長 城 工 業 公 司 と中 国機 器進 出 口 総 公 司 がMilミ サ イ ル の
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発 射 台 を パ キ ス タ ンに供 与 した,と 米 国 は断 定 した 。 ブ ッシ ュ政 権 は 「兵 器 輸

出規 制 法 」 に 基づ き.米 国製 通 信 衛 星 用 部 品 と高 速 コ ンピ ュー タの対 中輸 出 を

認 め ない 方 針 を明 らか に した。 同年11月 ベ ー カー 国 務 長 官 の訪 中 時 に,制 裁 解

除 を 条件 と して,MTCRの ガ イ ドラ イ ン を遵 守 す る 旨 を 中 国 は表 明 した。 こ

れ を受 け て対 中制 裁 は92年3月 に正 式 に解 除 され た 。 翌 年 に も中 国 が ミサ イ ル

関連 物 資 ・技 術 をパ キ ス タ ンに売 却 し た との 疑 惑 が 持 ち上 が っ た が,中 国 は

MTCRの ガ「イ ドラ イ ンに は違 反 してい な い と主 張 した 、、調 査 の結 果,93年8

月 に中 国 の行 為 はMTCRの ガ イ ドライ ンに違 反 す る と して,米 国 は2年 間 の

電子 機器,軍 馬機 関連 技 術 ・部 品,通 信 衛 星 技 術 ・部 品 な どの 禁 輸 制 裁 を 発 表

した 。

そ の 後 米 中 両 国 は ミサ イ ル拡 散 防.ILに 関 す る交 渉 を続 け,].994年1⑪ 月 に共 同

声 明 が な され,中 国 側 がMTCRの 対 象 とな って い る ミサ イル と同 部 品 の 輸 出

を行 わ な い 旨 を 約 束 し,そ の 結 果11月1日 に 米 国 の対 中制 裁 は 解 除 さ れ た

(GAO[1995a]p.17)。 中国 が 約 束 して 間 もな く,ま た新 た な 疑 惑 が 浮 上 した 。

そ れ は96年2月 の イ ラ ンへ のC-802対 艦 巡 航 ミサ イ ル の輸 出,パ キ ス タンヘ

ウ ラ ン濃 縮 用 ガ ス遠心 分 離 機 に使 わ れ る 円形 磁,F5000個 の輸 出,と い う疑 惑 で

あ る(Gill[1998])。 米 国 は再 度 制 裁 発 動 を 示 唆 した。 しか し制 裁 が い った ん

発 動 され る と米 国 政 府 は対 中援 助 を停.ILす る こ とにな り,そ の なか に は米 国輸

出入 銀 行 の投 資 保 障 の 停 止 も含'まれ る。 輸 出 入銀 行 の 投 資保 障 が な くな るこ と

は,対 中投 資 を して い る.企業 に と って投 資 リス クが 高 くな る こ とを意 味 して い

る,,人 権 問 題 や 台 湾 問 題 で す で に ぎ く し ゃ く して いた 米 中 関係 をさ らに悪 化 さ

せ か ね な い 。 米 国 政.府は輸 出 人銀 行 の100億 ドル の投 資 保 障 停 止 を30日 延期 す

る と発 表 す る一 方,中 国 に対 し輸 出 停止 を求 めた,,ク リ ン トン政 権 は5月10目

に 「制 裁 を科 し得 る行 為 が あ った と断定 す る十分 な証 拠 が ない 」 と して 制 裁 発

動 を 見 送 っ た も の の,中 国 と不 拡 散 に 関 す る交 渉 を 続 け た(Johnsetal.

[1998]p.9),,97年9月 中 国外 相 銭 其 深 が 中 国 は今 後 イ ラ ンに巡 航 ミサ イル を

売 却 し な い 旨 を オ ル ブ ラ イ ト国 務 長 官 に 約 束 し,交 渉 を終 了 させ た(Gill
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「1998])、97年 秋 の江 沢 民 国 家 主 席 訪 米 の 際,中 国 は 第 三 国へ の核 関 連 技 術 ・

施設 の 供 与停 止 を約 束 した 見 返 りに,米 中原 子 力平 和 利 用 協 定 の凍 結 解 除 な ど

の成 果 を獲 得 した(『 人民 日報 』1997年10月31日 付)。

米 中 間 に おい て と くに 争議 とな って い る ミサ イ ル 不拡 散 に 関.して,「 違 反一

制裁 一:交渉一 合意 一 制 裁解 除」 の パ ター ンが.見られ る。 中 国 はMTCRを 批 判

しな が ら も,米 国 の1土方 の も と に遵 守 を 約 束 した。 そ の ほか に も軍 備 管 理 に 関

す る国 際 条 約 に調 印 した(第2表)。 米 行 政 府 が 議 会 に説 明 した不 拡 散 に関 す

る米 巾 合 意 内容 は.以下 の 四項 目で あ る。①1996年5月 に パ キ ス タ ンに 円 形 磁

石 の輸 出 を した が,今 後 保証 措 置LU;の 施 さ れ な い核 施 設 に は支 援 を行 わ ない,

② 中 国 は 「核 輸 出規 制 規 則 」 を97年9月 に公 布 それ に よ って 核 関連 輸 出 を

自制 し,98年6月 に まだ 改 正 して 二 重 用 途 品 目 まで を カ バ ー す る,③ 中 国 は

84年 に 国 際 原 子 力機 関(IAEA)に 加 盟 し,ま た92年 に核 不 拡 散 条 約 に も加 入

した。97年10月 に核 輸 出 国 委 員 会 に も参 加 した。 その 他核 拡 散 防 止 条約 の類 の

国際 的 拡 散 防IE規 範 を 支持 し,化 学兵 器 禁 止 条 約 を批 准 す るな ど,よ り責 任 あ

る供 給 政 策 を尊 人 す る、.、ま たMTCRの 制 限 下 に置 か れ る地 対 地 ミサ イ ルの 完

成 品 の輸 出 は行 わ な い とす る94年 の約 束 を 再確 認 した(Johnsetal .[1998]p.

16)。

こう して 米 国 の 「ア メ と ムチ」 政策 は 中 国 に不 拡 散 ルー ルを 遵守 させ る こ と

に 成 功 した 。 中 国 の 軍 備 管 理 協 約 の 参 加 率 は1970年 の10-20か ら96年 の

85-90%'に 上 昇 した 。 中国 が 参 力1.1した 背 景 に は軍 備 管 理 の重 要 性 の 認 識 国 際

威 信 の向 上 な ど さ ま ざ ま な 要 因が あ るが1".米 国 の圧 力 が 重 要 な要 因 の 一つ で

あ る とい わ ざ るを え な い 。 しか し,約 束 が 守 られ るか ど うか,中 国 企業 が政 府

の 禁 止 命 令 を 遵 守す るか ど うか とい う懸 念 が 完 全 に払 拭 さ れ た わ け で は な い1㌔

10)原 子力の平和利用が軍事利用に転用されていないことを確認するために1AEAが 実施する検

証一
11)詳 纈はGillandMedeims[200n1:、

12)こ こて中国政府の繍 台能力が問題となっている.一987年ミサイルをサウジ・.アフビアへの売却

およびほかの兵器輸出を、中国政府が知ったのは事後のことである.そ の詳細はLewis,Hun

殺ndXue[1991]ら
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2国 家 安全保障上の対 中輸 出規制

1)対 中兵 器 輸 出

ユ989年 天 安 門事 件 の あ と ブ ッシ ュ政権 は行 政 命 令 「政 府 ・商 業 ベ ー スの兵 器

輸 出 の停 止 」 を発 した1㌔ そ の なか に兵 器 ・軍 備 施 設 の 中 岡 向 け輸 出 の 全面 停

止,米 国 製 人 工 衛 星 の 中 国 向 け輸 出g禁 止,原 子 力 設 備 ・技 術 ,核 兵 器 製 造 に

流 用 しう る物 資 の 中 国 向 けMT,禁 止 な どが 盛 り込 ま れ た 。 た だ し国益 の た め に

は,あ るい は 中 国 の 人権 問題 が 改 善 され た 場 合 には
,大 統 領 は制 裁 を免 除 で き

る。 プ ッシ ュ大統 領 は米 中関 係 を改 善 す る為 に この免 責 条 項 を利 用 し
,制 裁 以

前 の契 約 を履 行 す る形 で 少 量 の 兵 器 を 中 国 に輸 出 した が,新 規 兵 器 輸 出 契約 は

結 ば な か った 。 中 国 が 米 国 か ら輸 入 した 兵 器 は 中 国製F-8-II戦 闘 機 用 の アポ

ニ ック ス2セ ッ ト,対 大 砲 用 レー ダー2台,対 潜 水 艦 用 魚 雷4基 お よ び 少量 の

軍 需 生 産 設 備 で あ り.金 額 に して3、630万 ドルで あ る(GAO[1998a]p .6).

も っ と も1990年 か ら96年 ま で の米 国か ら中国 へ の 兵器 輸 出 は 中 国兵 器 輸 入総 額

の3,4%し か 占 めて い ない 励 磁 ,p,9)。

FU諸 国 も米 国 との.協調 政 策 を と り,対.中 兵 器 輸 出 は制 裁 以 前 の 契 約 の履 行

に と どめ.少 量 の新 規 契 約 を交 わ した だ けで あ るが
,中 国 の兵 器 輸 入 に 占め る

EU諸 国 の割 合 は2.3%に す ぎ ない 、,EU諸 国 の轍1.1規 制 は米 国 ほ ど厳 格 な も

ので は な く.制 裁 の実 施 も各 国 に委 ね られ て い る。RU諸 国 は 中 国 へ兵 器 を 輸

出 しよ うと思 えば.そ して そ の 政治 的 な帰 結 を負 担 す る覚 悟 が あ れ ば
,い つ で

も対 中輸 出 は可 能 で あ6_EU諸 国 が対 中制 裁 を 解 除 した 時,い か に対 応 す べ

きか,と い う問題 に米 国 は 直面 して い る(流 記,p.12)。

米 国 と欧 州 の 対 中 制 裁 が あ る ため ,中 国 は兵 器 の 輸 入先 を 変 え ざ る を 得 な

か った。1990年 か ら96年 まで 中 国 兵 器 輸 入 の90%は ロ シア ,中 東(主 に イ ス ラ

エ ル)か らで あ る(GAO[1998aコp
.2)。 イ ス ラ エ ル に対 して 米 国 は あ らゆ る

外 交 手 段 を駆 使 し,対 中輸 出 を 止 め さ せ よ う と し,つ い に2000年 夏 に イ ス ラエ

ル に 中国 との 空 中 警 戒 管 制 機 の 輸 出 契約 を キ ャ ンセ.ルさせ た
、、米 国 は 中 国 が 空

13)伽 罰　細'伽 ・瞬 λ・　 　 ・・エ・・(わ・騨 ・ム・3…加 ,Vol.45,1989.pp.519-521.
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中警 戒 管 制 機 を 人手 す る こ とは,ア ジ ア周辺 諸 国 だ けで はな く.米 海 軍 の 作 戦

に も大 き な脅 威 に な る と考 え たか らで あ る(Financial1.'imes,July14.2000)。

しか し,中 国 の最 大 の兵 器 輸 入 先 で あ るロ シア に対 して は効 果 的 な阻 止 手 段 を

も って い な い,、90年 代 に 中国 は ロ シ アか ら ソブ レメ ンヌ イ級 駆 逐 艦,Su-27攻

撃 機,MIG-31戦 闘 機,.T-72戦 車,Mi-17ヘ リコ プ ター を購 入 して お り.ロ

シ ア に とっ て中 国 は 最大 の兵 器 輸 出先 で あ った 。 さ らに96年 に中 国 と ロ シ アの

国家 首 脳 は 「戦 略 的 なパ ー トナ ー シ ッ プ」 を構 築 し,経 済,軍 事面 の 交 流 を深

め て い くと宣 言 した 。 この た め に,米 国が 中国 の兵 器 輸 入 に関 し て有 す る効 果

的 な手 段 は 限 ら れて い る とい わ ざ るを えな い。

2)両 用 技 術 の対 中輸 出規 制

両 用 技術 の輸 出規 制緩 和 に 関 し て は,米 国 内 に も異 な った 意見 が存 在 してい

る1㌔ 中国 を米 国 に対 抗 す る 「次 の 超 大 国 」 とみ る強硬 派 論 者 は,中 国 を 早 い

段 階 で 封 じ込 め るた め に対 中輸 出規 制 を強 化 す べ きだ と主張 して い る 。 一 方,

中 国 との貿 易 拡 大 を 通 じて米 国 の経 済 的利 益 を追 求 す べ き との 見 方 もあ る 。 中

国 の市 場 は米 国 企 業 に と って 重 要 で あ り,と くに技 術 ・環 境 製 品 と電 気 通 信 分

野 にお け る 中国 市 場 のポ テ ンシ ャ ルは 極 め て大 きい 。 こ の よ うな 認 識 か ら商 務

省 は 中 国 を 「巨 大 新 興 市 場 」.の首 位 に 位 置 付 け て い る くDOC[1995]PP

73-76)。 商 務省,財 務 省,同 家 経 済 家.全保 障 会 議 な どほ 中国 との貿 易 拡 大 の障

害 と な る輸 出規 制緩 和 の先 頭 に立 って い る。

「輸 出規 制..1優先 と 「輸 出拡 大 」 優 先 との間 で慎 重 な 態 度 を と るべ き との意

見 もあ る。 中国 は台 湾 海 峡 ・南 シナ海 な どの紛 争 地 域 に 深 く関与 して お り,中

国 の 軍事 力 強 化 は東 ア ジ アの 同盟 国 に と って は脅 威 で あ る。 中国 へ の 両 用 技術

の 供与 は 中 国 の軍 事 力 の強化 に繋 が りかね ず,結 果 と して米 国の 国益 に悪 影 響

を及 ぼ す 。 そ の た ゆ,中 国 に対 す る両 用技 術 の 輸 出 に は慎 重 な態 度 を とるべ き

との 主 張 で あ る。

90年 代 の 米 国 政 府 は こ う した各 種 意.見を総 括 して,中 国 の 軍事 力増 強 に 関係

141k}中 封じ込めか関与か,そ の政策論争.はShambaughl1996]を 参照のこと、、
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のない技術の輸出規制を緩和 し,対 中輸出拡大を促進すると同時に,兵 器 ・軍

事技術あるいは軍事利用に転用され うる技術 ・設備は厳 しく規制するという

「デュアル ・トラック」(DualTrack)政 策を採用 した。輸出規制の緩和は米

中貿易を拡大させるのみならず,中 国の近代化に.貢献 し,米 中関係をより強固

なものにすることがで きる。この時期に中国に対 して厳 しい輸出規制措置をと

ることは,中 国に 「封 じ込め」の印象を与え,逆 に米中関係を悪化させる可能

性があり,最 新の軍事技術をコントロールしている限りにおいて,中 国は軍事

的脅威にはなりえない と考えている軌、

このように米国は安全保障と輸出拡大を両立さぜるために,対 中輸出規制緩

和を実行すると同時にセンシテ ィブな両用技術の対中輸出規制は強化している

のである。そのため,対 中輸出申請の許可.比率はほかの国よりも低 く(第3

表),し かもこの状態は90年代を通 じて続いている(Reinsch[1⇔98])。

米国内には中国に対する批判や警戒感が依然として根強 く,商 務省の規制は

不十分であると,米 国会計検査院は対中輸出規制に関する報告で指摘 している

(GAOの 各報告を参照)。特に].995年の報告 は中国へのミサ.イル関連の両用技

術の輸出規制が弱いとしている。米国の輸出規制法によれば,商 務省が輸出許

可審査の権限をもっている。ただ し両用技術関連の輸出申請については省庁問

運営委員会に提出 しなければならない。 しか し,国 防総省によると,商 務省は

ミサ イルに転用 しうる両用技術の輸出申請を省庁間運営委員会に提出 していな

い。商務省が省庁間運営委員.会に提出 しない限 り,ほ かの省庁が立ち入って審

査手順を検査するメカニズムは存在 しないため,商 務省以外の省庁からみれば.

ミサイル関連の両用技術の許可審査は透明性に欠けてい翫、また両用技術輸出

に必要とされる許可前審査,輸 出後認証は中国政府の協力が得にくく実行率が

15)米 国 防省 の 「東 アジア戦略報告』(1998年 版)は 対中関係 を以下の ように述べ ている。2020年
に国民総生産で 中国が米国 を追い抜 いた として も,一 人当た りで ば米 国の約40%で.情 報技 術力

の差な どもあ り,米 国 は経済.軍 事 の両lrl1で中国よ りも優位 に立 ちつづ けよう。また中国の兵 器

近代化 の進展 ば,先 進的な科学技術 の導 入の可否にかか ってお り,か つ兵器製造の工業技術 の本

革の改善 によるので.米 国に挑戦 して くるのは2015年 以 降である(U.S,D{〕D[1998]),
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第3表.米 国の二重用途技 術の輸 串許可情況

目的地 申請件数 許可件数 許可率 幌)

自 ヒLl世 界 6,924 5,966 86.2

IHCOCOM 1,930 1,642 85.1

そ の 他 562 448 79.7

中 国 622 423 68.0

全 体 10,038 8,749 84.5

出所=U.S.BXA[1995].

低いため,米 国の民用技術が宇宙,航 空産業に転用されたという疑惑 も存在 し

ている。会計検査局は商務省に対 して定期的に他省庁に対中 ミサイル関連の両

用技術の輸出状況を報告すること,そ して他省庁と協議 して審査の基準,照 会

の基準を設定するように勧告 した。さらに,中 国に許可前調査に協力 しなけれ

ぼ許可をしない強い態度を示すように要求 した(GAOL1995a]p.18)。

一方、中国は米国の対中輸出規制は差別的であり.米 中通商摩擦の一閃であ

る米国の貿易赤字の拡大 は米国の対中輸出規制によ.るものだと指摘し,ま た輸

出規制は中国の経済発展 と技術進歩を遅らせると批判した.米 国の輸出規制に

対応すべく,国 内の科学技術開.発を促進し,日 本や欧州諸国から積極的に技術

を導入 している.同 時に,米 国に対してぽ輸出規制緩和を要求し続けている。

しか し,い くつもの技術漏洩疑惑 ・転用疑惑が浮上 し16:,中国への不信感が

さらに高まっているため,米 国議会の対中強硬派および国防省ば対中輸出規制

の厳格な実行を求めている。米国は輸出規制を重要な手段 として見なしており,

中国側の大幅な譲歩がないかぎり,簡 単に緩和することはないだろう。

161996年 中国の長征3B号 ロケ ッ トによ るローラル杜 の人工衛星発射 か失敗 した。失 敗原因の調

査の過程で,ロ ー ラル社 の ロケ./・トA運 技術が中 国側 に漏れた,と い う疑惑が持 ち上が った。1司

年 にマ ク ドネルダグラス社 が民生用 と して輸 出 した工作機械か戦闘機,巡 航 ミサイ ル工場へ移転

され たとい う疑惑が浮 上 した(ピIAO[19961)..98年 夏 に も米国の ロケ ット技術 の対.中漏 洩疑惑

が発覚 して いる.
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1皿 米国の対中輸出規制政策の問題点

米 国 の 対 中 輸 出 規 制 は 大 き く二 つ の問 題 を抱 えて い る。 一つ は効 果 的 な対 中

輸 出 規 制 を 行 う為 に ほ か の 国 の協 力 が 得 られ るか,と い う問題 で あ り,一 つ は

米 国 企 業 が輸 出規 制 に よ る経 済 的負 担 を受 け入 れ られ るか,と い う問題 で あ る。

他 国 の協 力 につ い て,兵 器 輸 出 に 関 して は現 段 階 で はEU諸 国 の協 力 を得

て い るが,そ の 協.力が い つ まで 続 くの か,EU諸 国が 対 中輸 出 を再 開 した場 合

に ど の よ うな対 策 を取 る べ きか,と い う課 題 が あ る(GAO[1998a]p 、12)。

両 用 技 術 に 関 して は,米 国 の技 術 力 が 絶 対 的 に強 か った時 代 は,米 国が 実 施 す

る規 制 品 目は 米 国以 外 で は入 手 不 可 能 で あ った た め に効 果 を持 って いた.し か

し,ELTdpi国,日 本 の 経 済 力 ・技 術 力 の 向上 に よ って ,米 国 の ハ.イテ ク技 術 の

優 位性 は次 第 に失 わ れ つ つ あ り,米 国 が 対 中 ハ イ テ ク技 術 輸 出 を規 制 して も.

EU諸 国 や 日本 か ら1司程 度 の技 術 を 購 入 す る こ とが 可 能 と な.って きた 。 米 国 が

規 制 の 効 果 を保 障 す る にはEli諸 国 や 日本 の協 力 が 必 要 で あ る。 しか し,国

に よ っ て 国益 が 異 な り,中 国 に対す る脅 威 の認 識 も異 な り,対 中輸 出拡 大 競 争

が激 化 して い る現 在,米 国 が他 国 の協 力 を得 られ るか ど うか はか な り難 しい 問

題 と言 わ ざ る を え ない 。 国 際輸 出規 制 レ ジー ム は あ る もの の,そ れ は 「弱 い レ

ジー ム」 にす ぎず,未 国 が 自国 の規 制政 策 を他 国 に強 制 す れ ば ,他 国 との軋 轢

を引 き起 こ しか ね ない 状況 な の で あ る、、

もう一 つ は米 国 企業 の経 済 的負 担 であ る。 米 国 企 業,特 にハ イナ ク企 業 は よ

り大 きな 損 失 を こ うむ って い る 。ハ イ テ ク産 業 は 米 国 が 競 争 力 を もつ 産 業で あ

り.輸 出 主力 産業 で あ る。 そ して 中 国市 場 の 需 要 も大 きい 。 しか し輸 出 規制 の

ゆ え に 輸 出 す る こ と が で き な い の で あ る。 商 務 次 官 レ イ ン シ ェ(William

Reinsch)は,米 国 企 業 は 日本 企 業 に30億 ドルの ビ ジ ネス機.会 を取 られ た と い

う。 そ の原 因 は,日 本 は進 んだ 技 術 を移 転 す る し,し か も他 の 条件 をつ け な い

か らで あ る。 また 米国 の対 中輸 出許 可 申 請 に は時 間 が かか るこ と,す なわ ち他

国へ の輸 出許 可審 査 期 間の 平 均 が29日 で あ る の に 対 し,対 中輸 出許 可 の 所 要 平
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均 が54日 で あ る こ と も問題 点 と して指 摘 され て い る。 遅 延 の た め に ビ ジネ ス機

会 を奪 わ れ て しま うの で あ る(R.einsch[1998]).1992年 の 制 裁 以 後 の 米 国 の

輸 出 損 失 は,毎 年4-5.億 ドル に達 す る と見 込 まれ て い る。 この よ うに 米国 政

府 の 対.中制 裁 と輸 出規 制 は米 国企 業 に とっ て経 済 的 負 担で あ り,当 然産 業 界 は

輸 出 規 制 に反 対 して い る。

米 国 企 業 の 中 には 政 府 の規 制 を潜 り抜 け るた め に,海 外 の子 会社 を経 由 して

中国 に技 術 輸 出 を して い る企 業 もあ る 、:,例え ば,米 国 企業 ア ラ イ ド ・シグナ ル

ズ(AlliedSignals)社 は 中 国 企 業 と航 空用 ジ ュ ッ ト ・エ ン ジ ンの生 産 を試 み

たが,そ の技 術 が ミサ イル に 搭載 さ れ る危 険が あ る と して,1995年8月 に合 弁

生 産 の 申請 が 商 務 省 に却 下 され,そ れ に よ って 同社 は5億 ドル相 当 の ビ ジ ネ ス

を 失 っ た 。 一 方97年1∫1に 米 国 企 業 ユ ナ イ テ ッ ド ・テ ク ノ ロ ジー(United

Technologies)社 は カ ナ ダ に あ る 子 会 社 プ ラ ッ ト&ホ イ ッ トニ ー(Pratt&

Wbimey)を 通 じて四 川省 成都 市 に ジ ェ ッ ト ・エ ン ジ ン生 産 の合 弁 会社 を設 立

した 。 この場 合 も同様 に当 該 エ ン ジ ンが ミサ イル に使 わ れ る疑 惑 を指 摘 され た

が,中 国 企業 との合 弁 生 産 を行 った の は カナ ダの企 業 で あ る た め,米 国政 府 の

権 限 が 及 ば な い の で あ る(FurEaster.nEconomicReview;August14,1997,pp.

14-16)。

輸 出 促 進 と国 家安 全 保 障 を め ぐ る意 見 は 二 つ に分 か れ てお り,「 輸 出 市 場 の

拡 大 」 と 「世 界 覇権 国 の 国家 安 全 」 の は ざ まで,米 国 の 輸 出 規 制 政 策 は ジ レン

マ に立 た され て い る 。

IVむ す び

本稿 で は.ポ ス ト冷 戦 の 米 国 の対 中輸 出規 制 政 策 を考 察 し,米 国 の 対 中 輸 出

規 制 に は 中 国 に不 拡 散 レ ジー ムの ルー ルを遵 守 させ る こ とと 中国 の 軍 事 力 増 強

に寄 与 しな い とい う二 つ の 目的 が あ る こ とを指 摘 して きた 、、

米 国 は冷 戦後 の不 拡 散 型 国 際 輸 出 規 制 レ ジー ムの効 果 を保 障 す るた め に,中

国 と交 渉 を続 け て き た。 中国 に不拡 散 レジー ム の ル ー ル を遵 守 させ る ため,ア
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メ(対 中 輸 出 規 制 の緩 和)と ム チ(対.中 制 裁)を 巧 み に使 い 分1すて きた 。 中 国

が 国 際不 拡散 レジー.ムの ルー ル を遵 守 す る 旨 を表 明 した た め,米 国 の政 策 は そ

れ な りの 効果 をあ げ た とい え る,,し か し,中 国 か ら見 れ ば,米 国 が 自国 の兵 器

輸 出 を規 制せ ず に 他 国 のみ に規 制 を要 求 す る こ と は身 勝 手 で あ り,偽 善 的で 利

己 的 な行 為で あ る 。米 国 は 中国 に国 際 輸 出 規 制 レ ジー ムを 遵守 させ る に は,制

裁 や 圧力 をか け るだ け で は な く,率 先 して 手 本 を 示 す べ きで あ る。 中国 に ほ過

去 に度重 な る 違反 事 例 があ るの で,米 国 が 中 国 の 約束 を完 全 に信 用 す る とは思

わ れ な い 。今 後 と も不 拡 散 問 題 に関 す る米 中 間 の 交 渉 と取 引 は続 くで あ ろ う、、

他 方,米 国 は 「潜 在 的 な敵 国 」 の 軍 事 力 を 増 強 させ な い た め に兵 器.両 用 技

術 の対 中 輸 出 規制 を強 化 してい る。 この 点 か らみ れ ば,米 国 の対 中政 策 は中 国

の対 応次 第で は敵 対 的 な 「封 じ込 め 」 に 転ず る可 能性 を秘 め て い る。 しか し,

中国 の軍 事 力 を増 強 させ な い た め の 対 中 輸 出規 制 の効 果 は きわ めて 疑 わ しい も

ので あ る。EU諸 国,日 本 な ど の国 々が 技術 面 で 米 国 を追 い 上 げて い る し,米

国ほ ど厳 格 な 対 中 規 制 を行 って い な い の で,そ の技 術 が 中 国 に輸 出 し移 転 さ れ

る可 能 性 は きわ め て 高 く,し か もそ れ を 阻止 す る米 国 の権 限 は 限 定 的 な もの に

す ぎ ない 。 ま た,対 中 輸 出 規制 を強 化 す る と米 国 企 業 の対 中輸 出 に 不利 に働 き,

産 業 界 の 反 発 を うむ 。 逆 に 対 中輸 出規 制 を緩 和 す れ ば ,潜 在 的 な敵 国 の 軍事 力

を増 強 さ せ る 恐 れ が あ る と して,対 中強 硬 派 に反 対 さ れ る。対 中輸 出規 制 を ど

の程 度 ま で 実 施す れ ば,安 全保 障上 の利 益 を最 大 化 し,経 済負 担 を最 小 限 に し,

中 国 に最 大 限 の譲 歩 を 引 き 出せ るか が,米 国 政府 の課 題 で あ る 。

2001年 就 任 した ジ ・1一ジ ・W・ ブ ッシ ュ大 統 領 は 中 国 を 「戦 略 的 競 争 者 」

(strategiccompetitor)と 呼 ん で 対 中 強 硬 姿 勢 を 示 して お り,さ ら に台 湾 へ の

兵器 売却,米 国偵 察機 事 件 な ど に よ って 米 中 関係 が黒 化 してい る。 当面 米 国 政

府 は経 済 利 益 よ り も安 全 保 障 を 重視 し,対 中輸 出規 制 を さ らに強 化 す るだ ろ う,,
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